
搬入路草刈等業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、逗子市（以下「発注者」という。）が、逗子市環境クリーンセンター

（以下、「センター」という。）内、搬入路周辺における、草刈等の業務（以下「本業

務」という。）に適用する。 

 

１ 目 的 

  本業務は、センター搬入路周辺の機械除草、樹木剪定・伐採、集草処理、側溝清 

掃、飛散物回収、架空電線防護管設置・撤去等について、関係法令等に基づき適正 

に業務を履行することを目的とする。 

 

２ 受注者の資格要件 

(1)受注者は、契約日以前３年以内に官公庁発注の機械除草、高所作業車を使用した

樹木剪定、側溝清掃等の元請実績を１回以上有していなければならないものとする。 

(2)受注者は、機械除草、高所作業車を使用した樹木剪定作業及び、架空電線防護管 

設置撤去の手続きに精通しているものとし、下請負事業者についても同様とする。 

(3)受注者は、本業務に必要な機械器具・清掃用具類、高所作業車等の用意及び、 

架空電線防護管設置撤去手続きをすることが可能でなければならない。 

(4)受注者は、契約期間中、発注者が指示する時期に３回実施するものとし、作業開 

 始後の天候急変等、不可抗力による中止の場合を除き、各回は土曜日１日で履行し 

 なければならないものとする。 

(5)受注者は、各回概ね 12 名以上の人員確保が可能でなければならないものとする。 

(6)受注者は、「刈払機取扱作業者安全衛生教育修了」及び、「チェーンソーによる伐

木等特別教育修了」資格保有者が各３名以上、「高所作業車運転技能講習修了」資

格保有者が１名以上含まれていなければならないものとする。同一人物が重複して

資格保有していても構わない。 

(7)受注者は、契約後速やかに、氏名、所属会社名及び、当該者の保有資格一覧が記

載された作業員名簿を作成し、保有資格証のコピーを添付したうえで、発注者に提

出しなければならない。 

(8)受注者は、作業にあたり一部下請させる場合は、発注者に「第 73 号様式 請負工 

事（業務委託）一部下請承認届」を事前に提出し、発注者から承認を得なければな

らない。 

(9)受注者は、当該業務について責任をもって適正に履行するものとし、一括して第 

 三者に請け負わせてはならない。 

(10)受注者は、神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号。）及び、 

逗子市暴力団排除条例（平成 23 年逗子市条例第 15 号。）で定める、暴力団員、暴 

力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。下請負事業者を含むすべ 

ての業務関係者についても同様とする。 

 



３ 履行場所 

逗子市池子４丁目 956 番地（逗子市環境クリーンセンター内） 

 

４ 委託期間 

契約日から令和９年３月 31 日まで。 

 

５ 作業日時等 

(1)本業務は、契約期間中３回履行するものとし、１回目は契約後速やかに、２回目 

は９月頃、３回目は翌年３月頃とするが、雑草樹木の繁茂状況に応じて、発注者の 

指示により、履行時期が前後する際であっても、受注者は対応するものとする。 

 (2)受注者は、１回当たりの業務を土曜日１日で履行しなければならない。但し作業 

開始後の天候急変等、不可抗力による中止の場合を除く。 

(3)受注者は、午前８時 40 分に夜勤明け職員が退場してから作業を開始するものとし、 

17 時までに作業を終了させて完全退場とする。 

 

６ 業務の内容 

(1)受注者は、別図のすべての業務範囲において、繁茂の粗密、長短等の状況を問わ 

ず、機械除草、樹木剪定、側溝清掃等の他、関連業務を契約期間中３回履行するも 

のとする。 

(2)受注者は、発注者と毎回業務前に現場を確認し、その都度履行内容を確認、協議 

した後、履行するものとする。 

(3)受注者は、高所の樹木剪定作業について、電線近傍の作業をする際は、事前に架 

空電線防護管設置措置をしなければならないものとし、当該措置に係るすべての費 

用は、委託料に含むものとする。受注者が当該措置を怠り事故が発生した場合は、 

発注者はその責めを一切負わないものとする。 

(4)受注者は、剪定した樹木を回収し、発注者が指示する寸法に裁断のうえ、発注者 

が指定する場所へ運搬排出するものとする。 

(5)受注者は、機械除草、樹木剪定後に側溝清掃を行い、側溝、枡内の堆積土砂、落

ち葉等を除去し、清掃するものとする。暗渠部は除く。 

 (6)受注者は、本業務で発生した刈草、剪定樹木、堆積土砂、落ち葉等は、履行場所 

内の発注者が指定する場所まで分別のうえ、運搬排出するものとする。 

 

７ 業務の範囲等 

(1)１回当たりの履行範囲は次のとおりとし、同範囲を年３回履行するものとする。 

 ①西側（谷側） 面積：約 2,018 ㎡ 総延長：約 425m 写真①～⑨ 

 ②東側（山側） 面積：約 1,428 ㎡ 総延長：約 348m 写真⑩～⑳ 

 ③側溝 総延長：約 425m（暗渠部分は除く） 

(2)受注者は、県道付近の一般車等の通行がある箇所については、飛び石等による被 

害防止措置を取らなければならない。 

 



(3)受注者は、履行範囲における、電柱、支線、電線に接触している草木をすべて刈 

込伐採するとともに、繁茂しても、電線・電柱等に接触しないよう、余裕を持った 

範囲を刈込伐採しなければならない。 

(4)受注者は、計量室前から容器包装プラスチック処理場への進入路までの間の履行 

範囲にあっては、ガードレール外側の搬入路面から水平部分上方に繁茂している草 

木をすべて刈込伐採しなければならない。 

(5)受注者は、山側の履行範囲にあっては、地山部分は地山に沿って側溝山側上端部 

から上方５ｍ以内、石垣上、コンクリート吹付上は、登頂部分から奥行き 1.5ｍ以 

内に繁茂している草木をすべて刈込伐採しなければならない。 

(6)受注者は、谷側の履行範囲にあっては、地山部分は地山に沿って登頂部より奥行 

き 1.5ｍ以内まで、その他は、ガードレール外側の搬入路面から水平方向５ｍ以内 

に繁茂している草木をすべて刈込伐採しなければならないものとする。 

(7)受注者は、容器包装プラスチック処理場では、側溝両端から左右水平方向 1.5ｍ 

以上を刈込伐採しなければならない。 

(8)受注者は、施工範囲内及び、飛散防止ネット、樹木等に絡んでいる廃棄物、飛散 

物をすべて除去、回収しなければならない。 

(9)受注者は、上記作業において、 必要に応じて屈伸式高所作業車を使用するものと 

し、その費用は、委託料に含むものとする。 

 

８ 受注者の費用負担 

(1)本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料、被服、安全装備等の費用 

(2)本業務上必要とする車両、機械器具等、これに伴う燃料費、消耗品等の費用等及 

び、これに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、法定点検費用、維持管理費等の費用 

(3)架空電線防護措置に係る、協議、防護管本体、取付、取外し、緊急対応等すべて 

 の費用 

(4)契約時以降、新たに生じた費用については、発注者、受注者で協議するものと 

する。 

 

９ 支払方法 

(1)委託料は、本業務に係る費用を含むものとする。 

(2)委託料は、分割払いまたは、全業務完了後の一括払いとする。 

(3)受注者は、分割払いを希望する場合は、全３回の分割払いとし、契約金額を概ね 

 同額３回に分けた契約金額内訳書を契約後速やかに提出するものとする。 

(4)受注者は、分割払いを希望する場合は、各回の作業完了の都度、作業前中後写真 

 を含んだ報告書を発注者に提出して中間検査または、完了検査を受けるものとし、 

 同検査に合格したときは、適法な手続きに従って契約金額の支払いを請求すること 

 ができる。 

(5)発注者は、前項の規定による支払請求があったときは、請求の日から 30 日以内に 

支払うものとする。ただし、これにより難いときは、45 日以内とする。 

 



10 安全管理 

(1)受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具を着用の上、安全作業 

をしなければならない。 

(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次災害防止措置を 

行った後、発注者に口答にて報告し、その後、速やかに書面により報告しなければ 

ならない。 

(3)受注者が、発注者の施設、車両または第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受 

注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。原状復旧ができない場合 

は、その損害を賠償しなければならない。 

 (4)受注者は、資格が必要な機器、車両等を使用する際は、有効な資格を保有する者 

が操作、運転をしなければならない。 

(5)受注者は、電線近傍作業は、事前に架空電線防護措置を取らなければならない。 

(6)受注者は、履行中の正門については、通過の都度開閉するものとし、常時閉鎖と 

しなければならない。 

(7)受注者は、車両が正門を通過する際は、全開にし、落しかんぬきをセットするな 

ど、門扉との接触事故防止措置をしなければならない。 

(8)受注者が、正門を常時閉鎖せず、侵入者、侵入車両により、発注者が損害を被っ 

た場合及び、門扉の接触事故防止措置を怠り、門扉を損傷させた場合は、受注者の 

責任と負担において、原状復旧及び、損害賠償等の責めを負うものとする。 

 

11 作業車両 

(1)受注者は、本業務に使用する車両等は、受注者の負担により用意するものとし、 

センターへ搬出入可能な寸法・規格の車両等を使用しなければならない。 

(2)受注者は、本業務に大型車両を使用してはならない。 

(3)受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、そ 

の他、法令等に違反する車両を使用してはならない。 

 

12 その他 

(1) 受注者は、関係法令等を遵守し、業務を履行しなければならない。 

(2) 発注者は、本業務内容について市民等に公表できるものとし、受注者は、これに 

同意するものとする。 

(3)受注者は、履行場所内では、車内も含め全面禁煙とする。 

(4)受注者は、委託業務上知り得た秘密事項及び、個人情報を他人に洩らしてはなら 

ない。 

(5)発注者は、受注者の行う業務が、この仕様書に適合にしないと認めたときは、受 

注者に対し適合するよう指示することができる。この場合において、受注者は発注 

者の指示に従わなければならない。 

(6) 業務委託契約書、仕様書等に記載無き事項が生じた場合は、逗子市財務規則によ 

るほか、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。 
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